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Mie acupuncture & moxibustion association 

「繋がりましょう」 

会長 岡田 賢 

 

また、暑い夏がやってきました。年々暑さが増していく中、会員の皆様にはお変わりなくお過ご

しのことと存じます。 

猛暑と言えば、今年の 7月上旬、松阪市粥見で全国一の気温が観測されました。また、桑名

も全国有数の酷暑の町として毎年名前が挙がります。粥見は盆地で熱波が停滞しやすく高温に

なりやすいようです。桑名が酷暑になるのは、以前は西寄りの風の影響で名古屋市南部および

東海市付近に流れていた熱波が、近年はその風が吹かず桑名付近に留まるからだと聞いていま

す。熱中症特別警戒アラート（前日の 14時判断）が発令されると休校となり、熱中症警戒アラー

トでは運動を控えるように指導されています。水泳の授業が暑さで中止になるなど、一昔前には

考えられなかったことが現実となり、地球温暖化が想像以上に急速に進んでいる証拠でしょう。

生命にかかわるような猛暑には十分お気を付けいただき、患者様にも室内温度管理やこまめな

水分補給を徹底するよう、ご周知いただけますようお願いいたします。 

さて、6月 2日（日）に令和 6年度定時会員総会を開催いたしました。本年度は役員改選もな

く、報告事項に続く審議事項も粛々と滞りなく、全て満場一致で承認いただきましたこと、文中に

て御礼申し上げます。総会に続き開催した意見交換会には、津田県議・青木県議にもご臨席い

ただき、参加者一同和気あいあいと意見交換を行いました。ご参加いただいた会員の皆様は、私

どもの若年期に本会をお支えいただいた先輩が多く、懐かしさとありがたさに恐縮する思いでし

た。臨床家が顔を合わせると、やはり日々の臨床の話題になるのは当然でしょう。目から鱗の考

え方や次の日から使える施術法などを教えていただき、私自身大いに収穫がありました。会員相

互が縦横に繋がることの大切さ、その中で臨床および業界事情の情報交換をすることによって、

自らの資質向上に繋がり、また業界の地位向上にも寄与することを改めて実感しました。 

本会活動は定款にもありますように「国民の健康と福祉の向上に寄与する」ことを目的としてい

ますが、会員各位の生業が少しでも向上するように各委員会事業を行ってまいりますので、どう

ぞご理解とご協力をお願いいたします。 

改めまして、会員の皆様におかれましては、猛暑酷暑の折、ご自愛ください。 
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Mie acupuncture & moxibustion association 

「鍼灸師会会員であるということ」 

業務執行理事 ／ 副会長 ／ 保険委員長 

楠原 秀一 

暑い日が続いていますが、会員の皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 

物価の高騰により、光熱費や資材も気温と同じく高い水準となっています。日鍼会会員アンケ

ートでも、施術所運営費用が 105.2%と上昇し、水道光熱費は 119.8%と大幅に増加しているとの結

果が出ています。これに対し、一昨年より東海北陸厚生局に登録している施術所には、県・市町

村からの物価高騰支援金の給付がありました。 

今年度は療養費の改定年度であり、施術料等の見直しが行われ、+0.26%のアップとなりまし

た。厚生労働省の療養費検討委員会には 4団体の業界代表が参加しており、物価高騰、他の

産業や医療・介護分野の賃上げ動向、医療 DXへの対応などの課題に対処するため、料金体系

が整備されることとなります。コロナ禍によりリモートワークの推進や働き方の多様化が進み、連

携の難易度が上がっているように感じていますが、今後もこのような変化に対応するため、鍼灸

師という閉じたグループだけでなく、他業界とも協働の意思を持ち、コミュニケーションを取りなが

ら、個々の力を組織として発展させ発揮することが必要です。 

それぞれご意見もあると思いますが、鍼灸師会会員の声を届けることができればと思いますの

で、いつでもご意見をお聞かせください。また、アンケート等をお願いすることもありますので、そ

の際はご協力をお願いいたします。 

 

「梅のおはなし」 

業務執行理事 ／ 副会長 ／ 法人管理委員長 

新谷 有紀 

30年ほど前から我が家では、毎年 6月に青梅の絞り汁を煮詰めた梅エキスを作ることが恒例

になっています。体調がすぐれないときや真夏のイベント前の合言葉は「梅なめた～？」です。梅

の効能には、お腹を整える、免疫機能を応援する等たくさんありますが、鍼灸の効果と似ていま

すね。梅エキスと鍼灸、ダブルのおかげで元気に過ごせていますが、今年は天候不良や受粉タ

イミングのずれによる影響で梅が育たず不作でした。友人からの目撃情報をもとに梅を求め走り

回りましたが、叶わず、今年の梅エキスは少量となりました。 

 

季節の野菜や果物がたわわに実る地球であるよう、人にも地球にも優しい生活を心がけましょ

う。まだまだ暑い日が続きますが、会員皆さんどうぞご自愛ください。 
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Mie acupuncture & moxibustion association 

 能登半島災害支援活動 

令和 6年１月２８日(土)～４月 24日(水) 石川県珠洲市・金沢市 

今年 1月 1日 16時 10分に能登半島でマグネチュード 7.6の

地震が発生しました。富山湾側では地震と津波、日本海側では

地震と隆起、火災で多大なる被害が発生しました。 

私は健康支援活動として、珠洲市役所といしかわ総合スポー

ツセンターで活動しました。金沢市内では被害は無かったようで

すが、ホテルや旅館などの宿泊施設は、観光客と避難所指定

のために宿泊費が高騰し、満室で宿が取れない状態でした。 

 

1月 29日（月）：金沢駅を 9:00に出発。のと里山街道では柳

田 ICから横田 ICまで道路の滑落による段差が多数発生し、交

通規制が行われていました。249号線では家屋の崩壊が片道を

塞いた状態、道の段差、道路の復旧作業、珠洲市と輪島市方面

には復旧作業車、ボランティアの観光バス、被災者が自分の家

を確認に行く車で渋滞が発生、珠洲市役所へは 13：30に到着

（片道 4時間半）。珠洲市役所全体の雰囲気は、異常なほどの殺伐とした緊張感に包まれていま

した。20:30に珠洲市役所を出発し、この時間帯は車も走っておらず静まり返っていました。街灯

も無く真っ暗で、一部の民家からの明かりや工事勧告の光、交差点でパトカーの回転灯が光って

いる程度でした。のと里山街道も国道 249号線も 24時間体制で道路の復旧を急いでいました。

金沢駅には 23:00に到着し、朝とは違って車が少なく、随分早く金沢に到着しました。 

1月 31日（水）：珠洲市役所前では、すき家がキッチンカーで牛丼を配っており、人の行列がで

きていました。市役所職員の話では、「自衛隊の食事は温かくて美味しいが、たまには違う物も食

べたくなる。すき家の牛丼はありがたい」と聞き、災害時にはあらゆる人々の力が必要なことを再

認識しました。 

2月 2日（金）：8:00に金沢駅を出発しました。施術を受けられた多数の市役所職員から「地震

によって変わり果てた町を見ましたか？ぜひ、どんなに酷い状況か、被災状況を見てください」と

言われ、少し珠洲市内を見て回りました。被災状況を見ての第一印象は、戦争が起ったのかと思

うほどでした。テレビで見た戦争で破壊された町の映像と変わらない状況でした。珠洲市内では、

地震と津波で建物が見渡す限り倒壊し、津波で車や物が流され、液状化現象で道路は泥だらけ

で下水道のマンホールは地面から１m浮き上がっている状態でした。珠洲市のシンボルである見

附島の両側が崩れて形が変わっていました。見附島の前の見附海岸では津波で海岸が抉られ

砂浜が無くなり、陸の上に漁船が流されていました。ニュース映像で現状を把握していたと思って

いましたが、実際はそれ以上に悲惨な状況でした。 

29日から 2日まで施術を受けられた市役所職員の症状は、自身も被災しつつ、常に周りから

見られている環境にいるため精神的疲労が酷いようでした。朝から深夜までのデスクワークによ

る眼精疲労や首の痛み、肩凝り、腰痛、ストレスで噛み締め、噛み締めからの頭痛などが多くみ

られました。施術を受けている時はリラックスし、眠っている方が多数おられました。 
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Mie acupuncture & moxibustion association 

2月 4日（日）：いしかわ総合スポーツセンターへ 1.5次避難所の支援活動に参加しました。体

育館の中には約 2ｍ×2ｍ×2.5ｍのテントが約 200個建てられていました。テント内の段ボール

ベッドや床で、夫婦や家族で一日中暮らしているため、首痛や肩凝り、腰痛など様々な症状を訴

えていました。この日は、演歌歌手の伍代夏子さんが来られ、歌の披露と甘酒を振るまい、心温

まる時間を提供してくださいました。 

3月 20日（水）：珠洲市役所での支援者支援活動に参加しました。のと里山街道の珠洲・輪島

方面は途中で降りることも無く最後まで通過でき、国道 249号線の倒壊した家屋は片付けられ、

道の段差の復旧工事も終わっていたので、2月まで 4時間半掛かっていた道のりが 2時間半に

短縮されました。24時間フル稼働で復旧を行う方々に感動しました。 

日本赤十字も同じ部屋で『ほっとルーム』を開設し、ホットアイマスク、リラクゼーション、ハンド

ケア、足湯、健康相談活動を行っていました。DMATの依頼で、2 ヶ月を過ぎると精神に異常をき

たす方や自殺をする方、過労死などが出てくるので、施術だけではなく精神的、肉体的異常を察

知して報告するようになりました。 

3月に入ってから県外から応援に来られた役所の方々が施術を受けに来られました。熟睡でき

ない、肩や背中の張り、腰痛、目の疲れ、ストレスでの噛み締めなど、現地の方と共通の訴えが

みられました。 

4月 10日・17日・24日（水）：珠洲市役所の支援者支援活動に参加しました。症状の訴えは、

肩こり・腰痛・目の疲れなど、以前と同様です。県外から応援来られている職員さんに鍼灸マッサ

ージに興味を持っていただき、多数の方が施術を受けに来られました。震災から 4 ヶ月が経ち、

珠洲市役所職員にも精神的異常や過労による危険症状が出始めました。異常な顔の浮腫みが

見られる方や、非常事態が続き情緒不安定ななか施術中に安心して泣き出す方、自分たちも被

災者でありながら休日も無く深夜まで働いるのに世間から批判され精神的に疲弊している状態

の方、といった危険な状態の方々が出始めていたので、DSAM委員へ何度か報告しました。 

災害支援活動に参加して感じた課題は、鍼灸師の災害支援活動の統一された認識の無さ、鍼

灸の認知度の低さなど多数ありました。その一方で、鍼灸施術を受けた方々が鍼灸の良さを知

り、リピータが増えたことや、休日には金沢で鍼灸施術を受ける職員も増えているとも聞きまし

た。DMATや日本赤十字の方々に災害時における鍼灸の重要性を知っていただくこともできまし

た。これから鍼灸が活躍する場面は増えて行くと思われます。 

被災地の一日でも早い復旧と復興を願っています。          （報告：津支部 水谷浩樹） 
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 災害研修・防災訓練 

令和 6年 3月 18日（月） アスト津 

三重県では、行政、社会福祉協議会、NPO等が「みえ災害ボランティアセンター」を設置し、被

災者の支援を行っています。近年の災害では、多様な被災者ニーズがあり、対応する様々な分

野のボランティア団体や企業、士（師）業、学校などが「顔の見える関係」で平時からつながり、協

働できる体制づくり・ネットワークづくりを目指しています。このために「平時の被災者支援協働プ

ラットフォーム」を検討しており、当会もこのプラットフォームづくりの考えに賛同し、参画していま

す。 

3月 18日には、アスト津の三重市民活動ボランティアセンターにて開催された、みえ災害ボラ

ンティア支援センター主催の情報共有会「令和 6年能登半島地震 被災地の今－現場報告・私

たちにできること－」に阪井事務職員が参加しました。情報共有会では震災支援として建築・土

木・炊き出し・ボランティアセンター運営等々に当たっている各団体からの現地報告があり、後半

には日本鍼灸師会の支援、また三重県鍼灸師会としての寄附金支援や、本会会員（瀧本理事・

水谷会員）が DSAM（災害支援鍼灸マッサージ師）として DMATや現地行政職員と連携して支援

者支援を行っている現状を報告しました。まだ寒さの残る時期でしたが、会場は能登を支援した

い、能登へボランティアに行きたいという熱意に満ちた人たちの熱気で包まれていました。 

また、7月 5日にも「令和 6年能登半島地震 活動報告・意見交換会～ボランティアに行こう 

能登へ～」と題して情報共有会が開催され、三重県鍼灸師会の支援について様々な支援団体と

意見交換を行いました。 

三重県鍼灸師会では、このように地域とのつながりを深め、いざという時に顔の見える関係で

災害支援活動を行えるよう、様々な準備をしています。会員の皆様も、DSAMや JIMTEFの災害

研修や県の防災訓練、お住いの地域での防災活動などに積極的に参加し、備えていただきたい

と思います。                                     （報告：阪井 正弘） 
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《 災害に備え平時に出来ること 》 

 

Q,もし、私の住む地域で災害が発生した場合、地域の方々に鍼灸やマッサージを行って元気に

なってもらいたいのですが、災害特有の医学的な知識は必要でしょうか？ 

 

A,災害急性期（1日〜3日）では、被災者の安全確保が優先されますが、災害慢性期（3日〜数

週間）は被災者のストレスケアなど鍼灸やマッサージによる支援が有効になります。 

 しかし、被災直後からの緊張や無理な体勢による車中泊、栄養状態の悪化などからエコノミー

クラス症候群などの症状が出現することがあります。 

 このような場合、鍼灸やマッサージを安易に行ってしまうと受療者の健康被害を悪化させるリス

クがあるので、普段より災害時の健康被害について学んでおく必要があります。 

 

Q,鍼灸師・マッサージ師の日常での災害対策は何を心がけたらよいのでしょうか？ 

 

A,まず施術所の安全について見直して下さい。 

もし大きな地震が発生したら、倒壊しやすい家具や備品と施術ベッドの位置が安全化を確認し

ます。 

 また、災害支援に関する研修会が業団等で開催されているので、受講されることをおすすめい

たします。 

 

Q,万が一災害が発生したら、施術所の営業を継続していくことができるのか心配です 

 

A,災害の規模にもよりますが、被害に遭った施術所が営業可能になるための体制、復旧期間な

どを計画します。 

 もし数週間ほど施術所を閉鎖しなければならない場合等に備えて、生活を維持できるようにし

ておくことも必要です。 

 その上で、被災した地域住民への施術ボランティアを行うことができれば、復旧後に来院者の

減少を最小限にすることが可能かと思われます。 

 

JLCDAM ネットシステム 2024 

日本災害鍼灸マッサージ連絡協議会(JLCDAM) 

All rights reserved. 

 

  

https://jlcdam.net/
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令和 5年度 第 4回学術研修会 

「専門医と考える『アレルギー・スキンケア』」 令和 6年 1月 28日(日)三重県鍼灸会館 

 

令和 6年度 第 1回学術研修会・意見交換会 

「保険制度に関する周知事項」  令和 6年 6月 2日（日） 三重県鍼灸会館 

 

 

 

「令和 5年度 第 4回学術研修会を受講して」 

令和 6年 1月 28日（日）三重県鍼灸会館にて、アレルギーについて学ぶ研修会をワークショッ

プ形式で開催しました。講師には、伊勢市にある徳田ファミリークリニック小児科・アレルギー科

の医師で、国立病院機構三重病院臨床研究部研究員でもある徳田玲子先生をお招きしました。 

実際にあったアナフィラキシー症例をもとに、自分たちはどう対応するか、どう考えるかをグル

ープ討論しながら学んでいく研修会でした。討論を通じて、参加している先生方から、臨床経験や

読んだ論文などの情報が共有され、とても有意義な時間となりました。また、徳田先生から最新

のアレルギーに関する医療知識を教えていただき、自分の持っている知識が古いものだったこと

を認識し、新しい情報を得ることができました。 

ワークショップ形式の研修会は、通常の講義と違いオンラインでの配信等はできませんが、参

加することで、情報のインプットとともにアウトプットもできるため、記憶に残りやすく、しっかりと学

べると感じます。 

今後は、通常の講義だけでなくワークショップ形式の研修会も増やしていければと、学術委員

として考えるよいきっかけにもなった研修会でした。     （報告：伊勢・鳥羽支部 松山真理子） 

 

 

 

「令和 6年度 第 1回学術研修会・意見交換会に参加して」 

 皆様、こんにちは稲垣昂志です。今回は、先日参加した意見

交換会についてご報告いたします。 

まず、意見交換会に参加することの魅力についてお伝えした

いと思います。三重県鍼灸師会には多くの会員がいますが、意

見交換会に参加する人数はそれほど多くありません。そのた

め、参加者同士で深く交流できる貴重な機会となっています。

例えば、ビンゴ大会で素敵な賞品をもらえたり、提供された軽食

や果物、特にみかんが非常に美味しかったりと、楽しいひととき

を過ごすことができます。また、「患者さんに先生と呼ばれる立

場になってしまって今更聞けない非常に初歩的なこと」も気軽に

質問できる場でもあります。 

私自身、コロナ禍での引きこもり生活から一歩踏み出し、意見交換会に参加しました。人間同



 

9 

 
 

Mie acupuncture & moxibustion association 

士の繋がりはやはり素晴らしいものです。食事を共にし、思い出を語り合い、真面目な意見を交

換することで、普段では話せないことや学べることがたくさんありました。しかし、コロナウイルス

の感染リスクもあるため、皆様には健康に十分ご注意いただきたいと思います。誰かの健康に貢

献するためには、まず自身が健康であることが重要です。今後も安全に配慮しながら、意見交換

会を続けていきましょう。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。皆様のご健闘と健康をお祈り申し上げます。 

（報告：四日市支部 稲垣 昂志） 

 

 

 

 

 

≪ 令和 6年度 学術研修会 日程 ≫ 
 

 10 月 6日(日) 「地域医療について」 

講師： 小島 圭吾先生 （医師） 

鳥羽市の離島「神島」で診察を続ける小島先生に、 

へき地診療・他職種連携など地域医療について 

ご講義いただきます。 

 

 11月 10 日(日) 「保険制度に関する周知事項」 

             講師： 楠原 秀一先生 （鍼灸師） 

10月 1日に改定される新項目や申請書などについて 

ご講義いただきます。 

         「私の鍼灸臨床（仮）」 

講師： 丸山 源司先生 （鍼灸師） 

良導絡・０リング・免疫などさまざまな研究をおこなう 

丸山先生にご講義いただきます。 

 

R７年 2月 9日(日) 「美容鍼灸」 

講師： 田中 一行先生 （鍼灸師） 

「ICCO式美顔鍼」で有名な田中先生に実技セミナーを 

おこなっていただきます。 
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＜ オンライン資格 確認の登録・申請 ＞ 

 

 

令和 6年 12月 2日からの現行の健康保険証の新規発行の停止とマイナンバーカードを用い

て、現在利用している健康保険証の資格情報のみを取得できる仕組みが始まっており、マイナン

バーカードを読み取って、オンラインで資格情報のみを確認します。 

専用アプリ（マイナ資格確認アプリ）を事前に利用申請し、必要に応じて市販のカードリーダー

と組み合わせることにより、マイナンバーカードを読み取ってオンライン資格確認を行うことが可

能となります。 

≪オンライン資格確認を利用するための流れ≫ 

施術所等向け総合ポータルサイトトップページ https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf 

１．ユーザー登録 → 

2．利用開始申請 → 

3．機器のセットアップ → 

４．運用開始 → 

５．補助金申請となります。 

≪オンライン資格確認に問い合わせ≫ 

Q1 あはきと柔整の資格を持ち、両方の受療委任の取扱いを行っている施術所の場合は、マイ

ナ資格確認アプリの利用にあたり、あはきと柔整、両方の登録が必要ですか？それとも、いずれ

か一方の登録で良いですか？ 

A1 あはきと柔整両方にてユーザー登録をお願いいたします。 

Q２ あはきと柔道整復の両方を登録した場合でも、読み取りアプリに登録できる情報は、どちら

か一方のものになると思います。実際の運用にあたり、柔道整復の情報で登録した読み取りアプ

リで、あはきの施術で来院した患者さんのマイナ保険証を読み取り、保険証の内容を取得したと

しても問題ありませんでしょうか？ 

https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf
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第 73回 (公社)全日本鍼灸学会学術大会 宮城大会 

令和 6年 5月２4（金）～26日(日)仙台国際センター 

A2 あはきでマイナ資格確認アプリを使用する場合は、あはきの方の資格確認、柔道整復でマイ

ナ資格確認アプリを使用する場合は柔道整復の資格確認を行っていただきますようお願いいた

します。 

Ｑ３ 資格確認のためにスマートフォン等の機種変更を行う際、支払い代金を分割払いにする場

合が多いと思います。このような場合は領収書が発行されないと思うのですが、どうなるのでしょ

うか？ 

Ａ３ オンライン資格確認システムの導入に係る補助金については、精算払いを原則として補助

金を交付しております。このため、もし分割払いで機器の購入・更新をされた場合は、分割払い

が終わった後に補助金の申請をしていただくこととしております。分割払いが終わった後、申請の

際には、携帯電話会社の料金支払証明書やカードの領収書など、何かしら分割払いした証明が

できるものの提出をお願いしております。 

≪マイナ保険証利用に対応するあはき、柔整施術所について≫ 

厚労省 HPに標記のリストが掲載されております。https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html 

「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、は

り師、きゅう師の施術所はこちら」からエクセルを参照ください。 

 アプリを導入されているけれど、エクセルに掲載が無い方はポータルサイトから運用開始日の

入力を行っていないことが考えられますので、ご確認をお願いします。 

 

 

「つながり、通じ、いかす鍼灸」 

東北での開催は 3度目となる全日本鍼灸学会ですが、今回はのべ 1553名の参加者があり、

活気あふれる 3日間となりました。今回の学会テーマは、「つながり、通じ、いかす鍼灸」でした。

患者をはじめ、多職種と繋がり、考えが通じること、その中で鍼灸を活かすというテーマを反映

し、多職種連携や在宅医療、診療ガイドラインなどの演題が多く見られました。近年、医師や看護

師、薬剤師のモデルコアカリキュラムに伝統医療である漢方が取り入れられたこともあり、日本

の伝統医療である鍼灸も、今後多くの医療職種と繋がり、理解しあう必要があると大会会頭が挨

拶で述べられておりました。実技セッションやランチョンセミナー、企業展示なども充実しており、

たくさんの事を学ばせていただきました。 

 私事ですが、今回の学会では「後頚部痛に対し１回のエコー下鍼治療により著効した症例」と題

して初めてとなるポスター発表をさせていただきました。昨年の学会で、我々臨床鍼灸師も発表

や研究をしていく大切さを感じ、約 1年をかけて準備をしてきました。演題の構想から、査読いた

だく文章の作成、パネル作成など、初めてのことばかりでしたが、指導いただいた先生と共に、無

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
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経絡コスチューム作りました 

事に発表を終える事ができました。公的な場で自分の意見を述べることで、自分の臨床スタンス

を知ってもらい、より多くの先生方と繋がることができましたし、何より自分の臨床へのモチベーシ

ョンを一層上げることができたと感じています。来年は愛知県での開催です。より多くの先生方と

会場でお目にかかると同時に、自分自身の成長の節目としたいなと思っています。 

(報告：伊賀・名張支部 瀧本一） 

 

 

 

 

 

 

 

「経絡コスチュームを作りました」 

ここ数年、NHKなどで東洋医学特集の番組を目にする機会が増えました。番組の中で、白タイ

ツに経絡・経穴がプリントされたコスチュームが登場し、ツボの紹介などに活躍している姿を見

て、「いつか作りたいな～」と感じていました。今年の 2月に開催された東京ビッグサイトでの展示

会（健康博覧会）に日本鍼灸師会のスタッフとして参加をすることとなり、経絡コスチュームを提案

してみたところ、「面白い！」と言っていただき、早速制作を始めました。当院には、たまたま、等

身大の経絡模型があり、この模型に全身タイツを着せて経絡の線を描いていきました。試行錯誤

の連続で、約１月かかりましたが、本番の健康博覧会では、たくさんの方にブースに来ていただ

き、ツボや東洋医学に興味を持ってもらうきっかけとなりました。三重県内のイベントでも登場予

定ですので、楽しんでいただければと思います。作ってみたい方、着用したい方、お気軽に連絡く

ださい。                                   (報告：伊賀・名張支部 瀧本一） 
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日  時：令和 5年 2月 18日（日）13：00～15：30  

場  所：オンライン（zoom）会議 

出  席：岡田賢、新谷有紀、楠原秀一、奥山敬太、松山真理子、堀田三華子、 

（敬称略） 東淳子（以上、理事）、加藤はる美（監事） 

書  記：楠原秀一 

議事録作成：新谷有紀 

議事録署名：岡田賢、加藤はる美 

審議事項 

第 1号議案 令和 5年度事業及び予算執行に関する件 

第 2号議案 令和 6年度事業及び日程の件 

第 3号議案 令和 6年度予算に関する件 

第 4号議案 能登半島地震支援金の件 

お見舞金として石川県に 3万円、富山県に 1万円を送付。 

第 5号議案 玄関フロア修繕の件  

第 6号議案 議案上程を含むその他件 

議案上程 

（1）経絡コスチュームの購入と使用について 

 不明な点があったが担当理事欠席のため次回再審議とする。 

 

令和５年度 第６回理事会報告 

 

日 時：令和 6年 3月 24日（日）13：00～15：00 

場 所：三重県鍼灸会館 

出  席：岡田賢、新谷有紀、楠原秀一、瀧本一、奥山敬太、松山真理子、東淳子 

（敬称略） （以上、理事）、仲家栄一、加藤はる美（以上、監事） 

書  記：楠原秀一 

議事録作成：新谷有紀 

議事録署名：岡田賢、仲家栄一、加藤はる美 

審議事項 

第 1号議案 令和 5年度事業及び予算執行の件 

第 2号議案 令和 6年度事業及び日程の件 

第 3号議案 令和 6年度予算に関する件 

 役員の自宅作業の印刷代を本会で支払っていたが作業負担と印刷の量が異なるため.停止し

ていた役員報酬を会長 2万円、理事 1万円、監事 5千円予算計上。 

第 4号議案 継続審議及び議案上程を含むその他の件 

継続審議 

（1）学術研修会の開催と講師選任について 

令和５年度 第５回理事会報告 
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①6月 2日（日）、②7月 28日（日）、③10 月 6日（日）、 

④11 月 10日（日）、⑤2月 9日（日）※三県合同研修会は岐阜県担当 

（2）経絡コスチュームの購入と使用について 

経絡コスチュームの作成と購入については日鍼会で企画提出中、否決となった場合も、普及事

業として本会で作成。12 月に開催されるお伊勢さんマラソンで一般ランナーに装着しての走行を

依頼する。エントリー代程度を謝礼とする。 

議案上程 

（1）県との災害時における業務提供の内容について 

能登での支援活動の様子を参考に見直しの必要性を県担当に相談。 

（2）養成学校への業界説明会について 

今後は、近隣の愛知県養成校にも資料を送付し配布を依頼していく。 

日 時：令和 6年 4月 28日(日)13:00～14:30 

場 所：三重県鍼灸会館／オンライン(zoom) 

出  席：岡田賢、新谷有紀、楠原秀一、瀧本一、奥山敬太、堀田三華子、 

（敬称略） 東淳子(以上、理事)、仲家栄一、加藤はる美(以上、監事) 

書  記：楠原秀一 

議事録作成：新谷有紀 

議事録署名：岡田賢、仲家栄一、加藤はる美 

審議事項 

第 1号議案 令和 5年度事業報告及び決算の件 

第 2号議案 令和 5年度公益目的支出計画実施報告の件 

第 3号議案 令和 6年度定時会員総会までのタイムスケジュール確認の件 

事項書納品 5月 14日(アイブレーン)、15日発送。 

第 4号議案 令和 6年度定時会員総会の件 

第 5号議案 令和 6年度(公社)日本鍼灸師会代議員総会に関する件 

6月 12日(日)岡田会長が参加。資料は届き次第夫婦岩メールで会員に送付。質問を取

りまとめ日鍼会へ送付。 

第 6号議案 継続審議事項の件 

（1）災害協定見直しの件 

第 7号議案 議案上程を含むその他の件 

（1）玄関フロアマット購入の件 

汚れ防止用の上敷きを購入する。 

（2）藤田医科大学見学の件 

七栗記念病院見学の招待を受け役員で参加させていただく。今後も定期的に参加可能とな

れば会員に案内をしていく。             

令和６年度 第１回理事会報告 
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日 時：令和 6年 6月 2日(日)13:00～13:50 

場 所：三重県鍼灸会館 

議 長：水谷浩樹  

副議長：天野治 

書 記：奥山敬太、松山真理子 

会員総数：77名 

出席者数：65名（委任状 42名含む） 

報告事項 

(1)令和 5年度事業報告の件 

(2)令和 6年度事業報告の件 

(3)令和 6年度収支予算の件 

決議事項 

第 1号議案 令和 5年度貸借対照表承認の件（挙手多数で可決） 

第 2号議案 令和 5年度正味財産増減計算書承認の件（挙手多数で可決） 

                                          

皆様のご協力のおかげで滞りなく総会を終えることができました。終了後にはオンライン

資格取得の説明会が行われ、その後の意見交換会で皆さんと楽しく食事を囲みながら歓談

をしました。執行部では今後も法人運営そして会員皆さんの力となれるよう努力していき

ます。お困り事や企画案などお気軽にご相談ください。  

 

6月 16日（日）、東京都立産業貿易センター浜松町館において、表題の総会が開催されまし

た。13時の開会前に「鍼灸マッサージを考える国会議員の会」所属の参議院議員、片山さつき氏

が来場され、鍼灸施術料改定（往療料を引き下げ、施術料の引き上げ）についてご挨拶の中で触

れられました。 

総会は定刻どおり 13時に開会され、冒頭の会長挨拶で中村会長は「受療率の向上」「会員数

の増強」「日鍼会は会員と共に動く」の 3 を強調されていました。 

審議は、2023年度事業報告及び明細書の件、2024年度事業計画及び予算の件などの報告

事項に続き、2023年度会計関連事項及び会費規程改定（会費及び負担金の金額並びに納入期

間、納付の減免に関する取扱い）の件など決議事項についても賛成多数で全て承認されました。 

 

その他ではスポーツ鍼灸委員会から、試験制の認定制度を

協議中であるとの報告がありました。 

最後に今年の全国大会開催県の福岡県師会会長の大会プ

レゼンテーション行われ、13時 50分に閉会しました。今回は

会場の写真ではなく、会場近くから撮影した景色をどうぞ！  

(報告：桑名・いなべ支部 岡田 賢） 

令和６年度 定時会員総会報告 

令和６年度 日本鍼灸師会定時代議員総会 報告 
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【 表紙：熊野大花火大会 】 

毎年 8月 17日に開催される熊野の大花火大会は三百余年の伝統を誇る全国でも有数の花火大

会です。「三尺玉海上自爆」や「鬼ヶ城大仕掛け」が SNSで有名となり年々全国からの観光客が

増えているそうです。起源はお盆の初精霊供養に簡単な花火を打ち上げ、その花火の火の粉で灯

籠焼きを行ったのが始まりと言われています。三百年以上前に始まったこの小さな花火が、年月

を経て伝統を守りながら進化を続け、今では夜空に最大直径約 600メートルの花火(三尺玉海上

自爆)を広げ人々の心と記憶にその光景を刻むまでになりました。 

どのような偉業や偉大な組織も、始まりは簡単で小さな一歩の積み重ねです。大きな夢や目標

は、時に夢物語に感じられ、挑戦する勇気を萎縮させることもあるでしょう。しかし、私たちの

目の前にあるさまざまな偉業も、最初はもっと小さくて簡単な事柄から始まっているのです。 

そう考えると、自分の描く夢や目標にも無限の可能性が見えてきませんか？ 

                           （広報委員長 堀田 三華子） 
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Mie acupuncture & moxibustion association 
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Mie acupuncture & moxibustion association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



　三重県鍼灸師会の皆様へ

■業務中・日常生活を問わず補償

　業務中はもちろん、レジャーや海外旅行中のケガ・病気で

　仕事を休まれた場合、保険金をお支払いします。

■入院はもちろん自宅療養もカバー

　治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を

　受けていることにより、全く働けない場合に保険金をお支払いします。

ご契約年齢

お支払い方法

２，７２０円 ３，２５０円 ３，７７０円 ４，０３０円 ４，２４０円

３１，０９０円 ３７，１１０円 ４３，０４０円 ４６，０５０円 ４８，４４０円

　上記はご契約パターンの一例です。これ以外のパターンをご希望の場合は代理店にご照会下さい。

※ご契約年齢は、被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時の満年齢をいいます。

※所得補償保険金額（日額）は、年間所得額に応じて設定ください。

「被保険者様が加入されている公的医療保険制度（国民健康保険またはそれ以外）によって保険金額の設定が異なります。」

■返れい金のお支払いはありません。（2013年10月改定）

■ご加入の際、医師の診査は不要です

健康状態告知書にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。
※ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示するお引受け条件によってご加入いただくことがございます。

※ご契約後に保険のご契約内容・告知内容等について、確認のお電話をさせていただくことがございます。

「トータルアシストからだの保険（所得補償）」は傷害総合保険（所得補償条項）のペットネームです。

このチラシは傷害総合保険（所得補償）の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては必ず『重要事項説明書』をよくお読み下さい。

また詳しくは『ご契約のしおり（約款）』をご用意しておりますので、必要に応じて、代理店にご請求ください。

ご不明な点等がある場合には代理店までお問い合わせ下さい。

《お問い合わせ先》

　◇取扱代理店 ： 株式会社あつこ保険事務所　代表取締役　奥井　あつ子

住所 ：〒５１０－００８５　四日市市諏訪栄町５－１６－２Ｆ

ＴＥＬ/ＦＡＸ ：０５９－３５０－２４３３

　　　　　　　　　　　

　◇引受保険会社　　　　　　　　：東京海上日動火災保険株式会社　三重支店　四日市支社　

住所 ：〒５１０－８５１５　四日市市鵜の森１－３－２０萩ビル６Ｆ

ＴＥＬ ：０５９－３５４－８６１３
     2024年5月作成　24TC-000554

60～64歳

月払

年払

☆所得補償は ケガや病気で働けない期間 あなたの所得を補償する保険です☆

東京海上日動のトータルアシストからだの保険（所得補償）

保険期間１年

保険金額(日額）
お支払いいただく保険料　

所

得

補

償

１日あたり5,000円

(免責日数7日）

( てん補日数365日）

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳





CM

CM

自律神経を整える
自律神経のはたらきについ
てわかりやすく解説。鍼灸
が効く理由やオススメのツ
ボや自律神経のセルフ
チェックも掲載！

累計１０万部売れた鍼灸院のための最強ツール



線香でも着
火
可
能
！

小売用・200壮入

業務用・600壮入

炭化もぐさの成形に使用する添加物を必要最低限に厳選し、もぐさ
本来の火のつきやすさ、燃焼スピードを実現しました。弊社独自（特
許申請済み）の製造技術です。

燃焼時の温度は従来の長生灸シリーズと同様のグラフを描きます。
そのため点灸のようなピンポイントでの温熱刺激です。

もぐさ本来の性質

点灸のような温熱刺激

長生灸
Non-smoke

長生灸ライト

温度

時間

注）上記は弊社独自の温度測定方法によって測定した結果をグラフにしたものです。
     測定時の条件や方法によって結果は異なりますので目安としてお考えください。

℃60

℃50

動画でチェック！




